
【研究】

定　義

算　式

R6年度 13 人 (4月1日時点)

R5年度 13 人 (4月1日時点)

R4年度 12 人 (4月1日時点)

R3年度 14 人 (4月1日時点)

R2年度 12 人 (4月1日時点)

　各国立大学病院では「研究倫理遵守を徹底し、臨床研究の信頼性・安全性を確保し、適正な研

究活動に邁進する」、「先端医療の研究・開発を推進するために人材を確保し、基盤を整備す

る」などの提言の実現に向けた取組を展開しています。その取り組みを進めるにあたり、根本的

な課題は、人員（教員）の拡充であり、医学系の研究推進を担当する専任教員数を評価すること

が求められます。各大学病院間の整備状況を客観的に把握し、体制整備の活性化を図るための指

標です。

55

研究推進を担当する専任教員数

４月１日時点で、各国立大学病院の臨床研究支援部門に所属し、研究・開発戦略支援者（プロ

ジェク

トマネジャー）、調整・管理実務担当者（スタディマネジャー）、ＣＲＣ、モニター、データマ

ネジャー、生

物統計学専門家、監査担当者、臨床薬理専門家、倫理審査を行う委員会の事務局担当者、教育・

研

　実数

当院の値（調査期間）

項目の解説


